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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人電気

設備学会（IEIEJ）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を改

正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格であ

る。これによって，JIS T 1021:2008 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願又は実

用新案権に係る確認について，責任はもたない。 
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医用差込接続器 

Hospital grade outlet-sockets and plugs 

 
1 適用範囲 

この規格は，医用電気機器と周波数 50 Hz 又は 60 Hz の交流 100 V の電路との接続に使用する医用差込

接続器について規定する。ただし，この規格には，マルチタップ及びコードコネクタボディは含まず，ま

た，床取付用，防水形，防爆形など特殊用途の医用差込接続器も含まない。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS C 3306 ビニルコード 

JIS C 3307 600 V ビニル絶縁電線（IV） 

JIS C 3612 600 V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 

JIS C 8303 配線用差込接続器 

JIS C 8306 配線器具の試験方法 

JIS T 0601-1 医用電気機器－第 1 部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 

JIS T 1022 病院電気設備の安全基準 

 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，JIS C 8303 及び JIS T 0601-1 によるほか，次による。 

3.1 

医用差込接続器 

医用電気機器の電源を接続するための差込接続器。医用コンセント及び医用差込プラグの総称。 

3.2 

医用コンセント 

JIS T 1022 の 3.3（医用コンセント）による。 

 

3.3 

医用差込プラグ 

医用電気機器に用いる差込プラグ。刃及びコード（キャブタイヤケーブルを含む。）の接続部を絶縁物で

覆った外郭などから構成され，これを手に持ってプラグ受に抜差しするもの。 

 


